学校法人 役員及び評議員の報酬等及び旅費規程 作成例
報酬及び旅費を不支給の場合

令和　　年度
学校法人〇〇学園役員及び評議員の報酬等及び旅費の
不支給に関する規程

  （目的）
第1条 この規程は、私立学校法第１００条第１項の規定を踏まえ、学校法人〇〇学園
[bookmark: _Hlk192869555]の役員（理事、監事）及び評議員（以下「役員等」という。）の報酬等（報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。）及び旅費に関し、必要な事項を定めたものである。

[bookmark: _Hlk192869062]  （報酬等の不支給）
第2条 役員等には報酬等及び旅費を支給しない。

  （定めのない事項）
第３条  この規程に定めのない事項について理事会が決定をするときは、あらかじめ評議
　員会の意見を聴かなければならない。

  （規程の改廃）
第４条  この規程の改廃を理事会が決定するときは、あらかじめ評議員会の意見を聴かな
ければならない。

        附  則
　この規程は、○○年○○月○○日から実施する。
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